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平成２６年６月２４日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２５年（ワ）第１１９５８号 不正競争防止法等に基づく損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年４月１５日 

             判         決 

茨城県日立市＜以下略＞ 

原       告  株式会社シンシンブロック              

同 所 

原       告    株式会社林物産発明研究所              

東京都中央区＜以下略＞ 

原       告    株 式 会 社 林 物 産              

上記３名訴訟代理人弁護士 上   山       浩 

井   上       拓 

東京都豊島区＜以下略＞ 

被       告 日 東 商 事 株 式 会 社              

同訴訟代理人弁護士 鈴   木       修 

             主         文 

 原告らの請求をいずれも棄却する。 

 訴訟費用は原告らの負担とする。 

             事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は，原告株式会社シンシンブロック（以下「原告シンシンブロック」

という。）に対し，６００万円及びこれに対する平成２５年５月２３日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は，原告株式会社林物産発明研究所（以下「原告発明研究所」とい

う。）に対し，３００万円及びこれに対する平成２５年５月２３日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。 
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３ 被告は，原告株式会社林物産（以下「原告林物産」という。）に対し，１

００万円及びこれに対する平成２５年５月２３日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件は，原告らが，被告に対し，被告による別紙物件目録記載の雨水貯留

浸透槽用の部材（ただし，後記のとおり商品名の変更がある。以下，商品名

の変更の前後を通じ，「被告製品」という。）の製造販売に関して，不正競

争防止法２条１項１号，１３号及び１４号所定の不正競争行為（以下，それ

ぞれを単に「１号の不正競争行為」などという。），商標権侵害並びに不法

行為による損害金の一部（原告シンシンブロックは８０００万円のうち６０

０万円，原告発明研究所は９８５万円のうち３００万円，原告林物産は１０

００万円のうち１００万円）及びこれらに対する不法行為の後の日（訴状送

達の日の翌日）である平成２５年５月２３日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である（各原告の請求につ

いては後述する。）。 

１ 前提となる事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の

全趣旨により容易に認められる事実。なお，書証の枝番の記載は省略する。

以下同じ。） 

(1) 当事者 

ア(ア) 原告シンシンブロックは，雨水貯留浸透施設等の設計，施工，監

理等を目的とする株式会社である。 

(イ) 原告発明研究所は，各種無体財産の取得，保有，運用業務等を目

的とする株式会社である。 

(ウ) 原告林物産は，雨水貯留浸透槽用の部材を含む環境関連製品の研

究，開発を行っている株式会社である。 

イ 被告は，石油製品の仕入れ販売，ブロック工事業等を目的とする株式
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会社である。 

(2) 原告らの製品，商標権等 

ア 原告シンシンブロックは，商品名を「シンシンブロック」，ローマ字

略記を「ＳＳＢＢ」（以下，これらを併せて「原告標章」という。）と

する雨水貯留浸透槽用の部材（以下「原告製品」という。）を平成８年

に開発し，その後販売している。原告製品は，平板部分と柱部分等から

成るプラスチック製の部材で，５４５型，７２０－３Ａ型，３６０－１

型等様々な型があり，地下に複数配列して空間を形成し，その空間に雨

水等を貯留することができるようにしたものである。（甲５） 

イ 原告発明研究所は，別紙商標権目録記載の２件の商標権（以下，これ

らを「本件商標権」と，その登録商標を「本件商標」と総称する。）を

有している。 

ウ 別紙証明書等目録記載のとおり，原告製品又は原告製品を用いた技術

等につき，① 原告シンシンブロック及び原告林物産は財団法人下水道

新技術推進機構（以下「下水道機構」という。）から同記載１及び２の

建築技術審査証明書並びに社団法人雨水貯留浸透技術協会（以下「雨水

協会」という。）から同目録記載４の技術評価認定書を，② 原告シン

シンブロックは上記財団法人から同目録記載３の新技術研究成果証明書

をそれぞれ取得しており，また，③ 原告林物産は建設省（当時）にお

いて同目録記載５の新技術提供システムの登録を受けている（以下，こ

れらの証明書等を「原告証明書等」と総称する。）。（甲８） 

エ 原告シンシンブロック及び原告林物産は，有効期間を平成１９年４月

１日から平成２４年３月３１日までとして，雨水協会から原告製品につ

いての技術推薦書（以下「本件技術推薦書」という。）を取得した（た

だし，有効期間が延長されたかについては争いがある。）。 

(3) 被告の行為等 
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ア 被告製品の製造販売に至るまでの経緯 

 原告シンシンブロックと被告は，平成１８年から，原告シンシンブロ

ックが被告に原告製品を販売し，被告がこれを第三者に転売する取引を

行っており，平成１９年１月１６日，被告を原告シンシンブロックの販

売代理店とする旨の代理店取引契約（甲９。以下「本件代理店契約」と

いう。）を締結した。また，原告シンシンブロックと被告は，同年９月

２５日，原告製品を製造するための金型一式を原告シンシンブロックが

被告に１億４３００万円で譲渡する旨の売買契約（甲３７。以下「本件

金型売買契約」という。）を締結した。さらに，原告シンシンブロック

と被告は，平成２０年４月１日，後記(5)のとおり，通常実施権許諾契

約（甲３６，乙３３。以下「本件許諾契約」という。）を締結した。 

イ 被告製品の製造販売等 

(ア) 被告は，平成２０年１０月頃から，他社に委託して被告製品を製

造し，自ら販売している。 

(イ) 被告は，被告製品の商品名を原告標章と同一の「シンシンブロッ

ク」及び「ＳＳＢＢ」としており，別紙被告標章目録記載の各標章

（以下「被告標章」と総称する。）を被告製品並びにそのカタログ及

びホームページに表示していた。被告は，平成２４年秋頃，被告製品

の商品名を「ジオプール」に変更したが，その後も被告製品のカタロ

グ中に被告標章の記載が残されていた。（甲１０，１１，１８，１

９） 

(ウ) 被告は，平成２４年末までに，東京電力福島第一原子力発電所の

震災事故に関する汚染水貯留施設の設置工事（雨水貯留浸透槽用の部

材を用いるもの）につき，東京電力株式会社から工事を請け負った前

田建設工業株式会社（以下「前田建設」という。）が部材の納入を委

託した岡三リビック株式会社（以下「岡三リビック」という。）に被
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告製品を納入した（以下，この工事を「本件設置工事」という。）。 

ウ 原告証明書等の使用 

 被告は，上記の商品名の変更の前後を通じ，被告製品のカタログ及び

被告のホームページ上に，被告製品の品質を保証するものとして，原告

証明書等（変更前は別紙証明書等目録記載２のもの，変更後は同２及び

３のもの）を表示していた。（甲１０，１１） 

エ 本件技術推薦書の有効期間に関する発言 

 本件設置工事における部材の納入に当たって，被告は，遅くとも平

成２４年７月１０日までに，前田建設に対し，本件技術推薦書の有効期

間が同年３月３１日で切れている旨の発言（以下「本件発言」とい

う。）をした。 

(4) 原告らの仮処分命令の申立て及び裁判上の和解 

ア １３号の不正競争行為について 

 原告シンシンブロック及び原告林物産は，平成２４年７月５日，被告

に対し，被告による原告証明書等の使用が１３号の不正競争行為に該当

することを理由に被告製品の販売の差止め等を求める仮処分命令の申立

てをした。原告シンシンブロック及び原告林物産と被告は，同月３１日，

裁判上の和解（甲１４。以下「１３号関係和解」という。）をして，被

告が被告製品の広告又は取引に用いる書類又は通信について別紙証明書

等目録記載の証明，認定又は登録を受けている旨の表示をしていたこと

が不正競争防止法２条１項１３号の要件に該当すると認めること，その

損害賠償請求権については本案訴訟において解決することを合意した。 

イ 本件商標権について 

(ア) 原告発明研究所は，平成２４年６月１日，被告に対し，本件商標

権の侵害を理由に被告製品の販売の差止め等を求める仮処分命令の申

立てをした。原告発明研究所と被告は，同年８月２９日，裁判上の和
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解（甲１６。以下「商標権関係和解」という。）をして，被告が被告

製品に付した「シンシンブロック」及び「ＳＳＢＢ」の文字を全て消

去したことを確約し，今後被告製品に上記各文字を使用しないことを

合意した。 

(イ) 被告は，同年１０月２３日，本件設置工事に関して被告製品を納

品した。この被告製品には「ＳＳＢＢ」の文字が付されたものが含ま

れていた。 

(5) 本件許諾契約及びその解除 

ア 原告シンシンブロックと被告は，平成２０年４月１日，契約期間を５

年とする以下の内容の本件許諾契約を締結した。（甲３６，乙３３） 

(ア) 原告シンシンブロックは，本件許諾契約の期間中，被告に対

し，日本国内において，雨水貯留浸透施設シンシンブロック（Ｓ

ＳＢＢ）（以下，本件許諾契約の適用に関して「本製品」とい

う。）及び本製品を用いて構築する全ての施設に関し，原告シン

シンブロックが現に有する契約書記載の５件の特許を含む特許の

存続期間中，本製品の製造及び販売並びに本製品を使用した施設

の設計，施工及び販売を行う権限を許諾する。 

(イ) 本件許諾契約によって生じる原告シンシンブロックの権利及

び義務は原告シンシンブロックが窓口となり全て行うものとし，

本製品に関わる必要な産業財産権は原告シンシンブロックがその

使用を保証する。 

(ウ) 対価は，被告と原告シンシンブロックが協議の上，別途覚書

に定めるものとし，被告は，毎月末日を締切日とし，当月の合計

金額に消費税を加算して，翌月末日までに原告シンシンブロック

の指定する銀行口座に振り込む。 

(エ) 被告は，上記締切日から１４日以内に，当月の販売ないし自社使
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用した本製品の型式，販売数量，販売先及び対価とこれを用いて構築

した施設の名称，設置場所，規模，使用目的，施工時期等の内訳を記

載した実施報告書を原告シンシンブロックに送付するものとする。ま

た，被告は，３か月ごとに次の３か月間の本製品の販売予定数量とそ

の販売予定に係わる施設の名称，設置場所，規模，使用目的，施工時

期等の内訳を記載した実施予定報告書を原告シンシンブロックに通知

する。 

(オ) 被告及び原告シンシンブロックは，相手方が本件契約に違反した

場合，相手方にその是正を催告し，文書による催告後３０日以内に相

手方が当該違反を是正しないときは，本件許諾契約を解除することが

できる。ただし，これを解除するに当たり，被告及び原告シンシンブ

ロックは，相互に債権債務を精算しなければならない。 

イ 原告シンシンブロックは，平成２４年７月４日，被告に対し，本件許

諾契約に定める実施報告書及び実施予定報告書の提出を被告が怠ってい

る旨指摘し，平成２０年４月１日から平成２４年６月末日までの実施報

告書及び同年７月から９月までの実施予定報告書の提出を求めるととも

に，３０日以内に履行がない場合には本件許諾契約を解除する旨の催告

をした。そして，同年８月８日，被告に対し，上記催告後３０日が経過

しても被告が実施報告書等を提出しないとして，本件実施契約を解除す

る旨の意思表示をした（以下，この解除を「本件解除」という。）。 

２ 原告らの請求並びに各請求に係る争点及び争点に関する当事者の主張 

(1) １号の不正競争行為（出所混同惹起行為）を理由とする請求 

 原告シンシンブロックは，被告が被告製品のカタログ，被告のホームペ

ージ及び被告製品に被告標章を使用したことが１号の不正競争行為に該当

し，これにより８０００万円の損害を被ったと主張して，その一部及び遅

延損害金の支払を求めている。 



- 8 - 

 この請求に係る争点及び当事者の主張は，次のとおりである。 

ア 被告による被告標章の使用が１号の不正競争行為に該当するか 

（原告シンシンブロックの主張） 

 原告シンシンブロックは，原告製品の商品名として原告標章「シンシ

ンブロック」及び「ＳＳＢＢ」を使用している。原告製品には長年にわ

たる全国各地への納入実績が多数あり，原告シンシンブロックは新聞，

雑誌等に原告製品の広告を多数出しており，原告製品はプラスチック製

雨水貯留浸透槽用の部材の市場で高いシェアを占めている。したがって，

原告標章が原告シンシンブロックの商品等表示として需要者に広く認識

されていたことは明らかである。 

 被告は，遅くとも平成２２年末から，被告製品のカタログ及び被告の

ホームページ上に被告製品の商品名として被告標章を表示し，被告製品

自体にも「ＳＳＢＢ」との刻印を施している。これらの行為が需要者に

混同を生じさせるおそれがあることは明白であるから，１号の不正競争

行為に該当する。 

（被告の主張） 

 雨水貯留浸透槽用の部材の市場における原告製品のシェアは減少の一

途をたどっており，近年は広告等もされなくなっているから，今日，原

告標章に周知性はない。 

 また，被告製品に施された刻印は，被告から被告製品の製造を受託し

た業者が，被告製品の管理をするために，人目に付きにくい箇所に小さ

く付したものであり，自他商品を識別するものとして機能することはな

いから，商品等表示に当たらない。 

 さらに，雨水貯留浸透槽用の部材は産業用，業務用商品であり，これ

を取り扱う業者が原告製品と被告製品を誤認混同することはない。 

 したがって，被告が１号の不正競争行為をしたとは認められない。 



- 9 - 

イ 本件許諾契約の効力ないし原告シンシンブロックの承諾の有無 

（被告の主張） 

(ア) 本件許諾契約 

ａ 原告シンシンブロックは，本件許諾契約により，本製品に関わる

必要な産業財産権を被告が使用することを保証した。これにより，

被告は「シンシンブロック」及び「ＳＳＢＢ」との商品名，すなわ

ち被告標章を使用することを許諾されている。 

ｂ 原告シンシンブロックは，本件商標権を有しているのは原告発明

研究所であるから，本件許諾契約により本件商標と同一又は類似の

被告標章の使用が許諾されていたということはできないと主張する。 

 しかし，原告シンシンブロックと原告発明研究所は，いずれもそ

の取締役及び監査役が原告シンシンブロックの代表取締役であるA

及びその妻子らによって占められた同族会社であって，その所在地

も基本的には同一であり，実態は一つの会社である。 

 そして，原告シンシンブロック及び原告発明研究所は，原告シン

シンブロックや原告林物産を権利者として原告製品に係る特許権等

を取得した後，原告シンシンブロックに権利を集中して帰属させて

いたところ，最終的には原告発明研究所に特許権等を移転し，原告

シンシンブロックに専用実施権を設定するなどしてきた。これらの

行為は，原告シンシンブロックが被告を含む複数の債権者に対し１

０億円を超える多額の債務を負っていたため，取引上の債務のない

原告発明研究所を別途設立して上記特許権を移転し，これら特許権

を差し押さえられる危険を回避するためにされたものであった。ま

た，原告シンシンブロック及び原告発明研究所は，それぞれの法人

格を峻別せずに行動しており，法人格を悪用している。 

 したがって，原告シンシンブロックが本件許諾契約により被告標
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章の使用が許諾されていないと主張することは許されない。 

(イ) 原告シンシンブロックの承諾 

 被告は，被告製品のカタログ及び被告のホームページ上に「シンシ

ンブロック」及び「ＳＳＢＢ」という商品名を使用することにつき原

告シンシンブロックから承諾を得ていた。また，被告は，本件金型売

買契約により原告製品の金型を譲り受けて被告製品を製造していたの

であり，被告製品に「ＳＳＢＢ」という刻印を付すことの承諾を得て

いた。 

（原告シンシンブロックの主張） 

 本件許諾契約は，本件代理店契約の締結期間中に締結されたものであ

り，被告が原告シンシンブロックと別個独立して被告製品を製造販売す

ることを前提とするものではなかった。 

 また，本件商標権を有しているのは原告発明研究所であるから，原告

シンシンブロックとの間で締結された本件許諾契約により本件商標の使

用が許諾されていたということはできない。 

 さらに，被告は，原告シンシンブロックが法人格を濫用していると主

張するが，原告シンシンブロックと原告発明研究所はそれぞれ目的及び

社会的実体を有する別法人であり，会計上の混同もないから，被告の主

張は失当である。 

ウ 本件許諾契約が解除されたか 

（原告シンシンブロックの主張） 

(ア) 原告シンシンブロックは，被告に対し，実施報告書等の提出義務を履

行するよう文書により催告したが，被告がこれを履行しなかったため，本

件契約の定めに基づき本件解除の意思表示をした。 

(イ) 被告は，原告シンシンブロックと被告の間の債権債務を精算する

までは本件解除の効力が生じないと主張する。 
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 しかし，被告は実施報告書等の提出義務を履行しなかったことによ

り本件許諾契約を存続させる利益を自ら放棄したというべきである。

また，実施報告書等の提出義務は対価の正確性を担保するために必須

かつ本質的な義務であるから，その履行がないのに債権債務を精算す

るまでは解除の効力が生じないとするのは不合理である。本件許諾契

約中の契約解除に当たり債権債務を精算しなければならない旨の規定

は，解除の後に債権債務を精算すべき旨を規定したものと解釈するの

が公平，自然であり，本件解除は有効である。 

（被告の主張） 

 本件許諾契約は，本件許諾契約を解除するに当たり相互に債権債務を

精算しなければならない旨定めているところ，これは，解除の効力を生

じさせるためには解除前に債権債務を精算することを要するとしたもの

である。そして，被告と原告シンシンブロックの間の債権債務はいまだ

精算されていないから，本件解除は効力を生じない。 

エ 損害及びその額 

（原告シンシンブロックの主張） 

(ア) 被告は，遅くとも平成２２年末から被告標章の使用により本件設

置工事を含む多数の工事案件を受注している。そして，本件設置工事

において被告が被告製品を納入することによって得た利益は８０００

万円（納入した被告製品の数量２万㎥に，１㎥当たりの利益４０００

円を乗じた額）を下らないから，不正競争防止法５条２項により，同

額が原告シンシンブロックの損害となる（なお，原告シンシンブロッ

クの被告に対する１号，１３号及び１４号の各不正競争行為を理由と

する損害賠償請求権は請求権競合の関係にある。）。 

(イ) 被告は，原告シンシンブロックは原告製品を販売しておらず，被

告が得た利益は全て被告の寄与によるものであるから，原告シンシン
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ブロックには損害が生じていないと主張する。しかし，原告シンシン

ブロックは原告製品の製造を全て委託し，代理店を介して自社ブラン

ドとして販売している。被告は原告標章と同一又は類似の被告標章を

使用することにより受注に成功したものであるから，被告の主張は認

められない。 

（被告の主張） 

 不正競争防止法５条２項は，損害の額の推定規定にすぎず，被告の行

為によって原告シンシンブロックが損害を被ったことまでを推定するも

のではない。被告が平成２０年１０月頃から本件許諾契約に基づき被告

製品の製造販売を開始して以来，原告シンシンブロックは原告製品を製

造販売していないから，原告シンシンブロックには損害が生じていない。 

 また，被告が本件設置工事において被告製品を納入できたのは，前田

建設から部材の納入を受注した岡三リビックが，平成２０年頃から被告

製品を購入し，被告と継続的に取引をしていたこと，被告に本件設置工

事に用いる部材の全量を製造販売する能力があったこと，被告が被告製

品の製造を委託していた業者との間に信頼関係が築かれていたこと等の

要因による。このように，被告の営業上の利益は被告の資本，営業努力

など全て被告の寄与によるものであり，原告シンシンブロックの損害は

認められない。 

(2) １３号の不正競争行為（品質誤認惹起行為）を理由とする請求 

 原告シンシンブロック及び原告林物産は，被告が被告製品の品質を保証

するものとして原告証明書等を表示したことが１３号の不正競争行為に該

当し，これによりそれぞれ７０００万円，１０００万円の損害を被ったと

主張して，その一部及び遅延損害金の支払を求めている。 

 この請求に係る争点及び当事者の主張は，次のとおりである。 

ア 被告が原告証明書等を表示したことが１３号の不正競争行為に該当す
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るか 

（原告シンシンブロック及び原告林物産の主張） 

(ア) 被告と原告シンシンブロック及び原告林物産は，雨水貯留槽浸透

槽用の部材の製造販売に関して競争関係にある。 

(イ) 原告証明書等のような証明書は，雨水貯留浸透槽用の部材を取り

扱う需要者及び取引関係者において非常に重要視され，多くの場合こ

れを取得していることが入札又は契約の申込みの条件とされていると

ころ，被告は，遅くとも平成２２年末から，被告製品のカタログ及び

被告のホームページ上に，原告証明書等を，その証明，認定及び登録

の対象に被告製品が含まれると誤認されるような態様で表示していた。

これらの行為は，被告製品の品質について誤認させるものであるから，

１３号の不正競争行為に該当する。 

(ウ) 被告は上記不正競争行為の該当性を争う旨主張するが，原告

シンシンブロック及び原告林物産との間の１３号関係和解において，

１３号の不正競争行為に該当することを認めている。したがって，被

告の上記主張は和解の既判力に反するものとして失当である。 

（被告の主張） 

(ア) 被告と原告林物産は競争関係にない。 

(イ) 被告製品は，原告シンシンブロックが原告製品の製造を委託して

いた業者と同一の業者により，同一の金型と同一の素材を用いて製造

されたものであるから，原告製品と品質が同一である。被告は，被告

製品が原告証明書等を受けている商品であると表示したのであって，

これは被告製品の品質を正しく表示しているから，品質について誤認

を惹起せしめることはない。 

(ウ) 原告シンシンブロック及び原告林物産は被告の上記主張が和解の

既判力に抵触すると主張するが，和解調書に既判力は認められないか
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ら，上記同主張は失当である。 

イ 原告シンシンブロック及び原告林物産による承諾の有無 

（被告の主張） 

 被告は，原告シンシンブロックと本件許諾契約を締結し，平成２０年

１０月頃から原告シンシンブロックにロイヤリティを支払って被告製品

を製造販売した。そして，被告は，その販売活動の一環として原告証明

書等を被告のカタログやホームページに表示していたのであるから，こ

のことにつき原告シンシンブロックの承諾を得ていたということができ

る。したがって，１３号の不正競争行為に当たるとしても違法性が阻却

され，又は原告シンシンブロック及び原告林物産の請求は信義則に反し，

あるいは権利を濫用するものとして許されない。 

（原告シンシンブロック及び原告林物産の主張） 

 原告証明書等は雨水協会等の第三者機関が原告製品の品質を客観的に

検証した結果を証するものであるから，原告シンシンブロック及び原告

林物産が，他社製品の品質が自社製品の品質と同等であるとして，他社

に原告証明書等の使用を許諾できるものではない。したがって，本件許

諾契約その他原告シンシンブロック及び原告林物産の承諾によって被告

による原告証明書等の使用が許されることはない。 

ウ 損害及びその額 

（原告シンシンブロック及び原告林物産の主張） 

(ア) 被告は，遅くとも平成２２年末から原告証明書等を使用すること

によって多数の工事案件を受注しており，その中には本件設置工事も

含まれる。そして，本件設置工事において被告が被告製品を納入する

ことによって得た利益は，１号の不正競争行為について述べたのと同

様，８０００万円を下らないから，不正競争防止法５条２項により，

同額が原告シンシンブロック及び原告林物産の損害となる。このうち，
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原告シンシンブロックが被った損害は７０００万円，原告林物産が被

った損害は１０００万円である。 

(イ) 被告は，① 不正競争防止法５条２項は１３号の不正競争行為に

適用されない，② 原告シンシンブロック及び原告林物産は原告製品

を販売していないから損害が生じていない，③ 原告証明書等が本件

設置工事その他の案件の受注に寄与していないと主張する。しかし，

①については，文言上そのような解釈をする余地はない。②について

は，１号の不正競争行為について主張したとおり，原告製品の販売を

していた。③については，被告は被告製品が原告証明書等の対象とな

ると誤信させて本件設置工事を受注したのであり，被告が後記のとお

り主張する点は受注が事実上確定した後の事情にすぎない。したがっ

て，被告の主張はいずれも失当である。 

（被告の主張） 

(ア) 不正競争防止法５条２項は，同法２条１項１３号に定める不正競

争行為については適用されない。 

(イ) 被告が本件許諾契約に基づき被告製品の製造販売を開始して以来，

原告シンシンブロック及び原告林物産は原告製品を製造販売していな

いから，同原告らに損害は生じていない。 

(ウ) 被告が被告製品を納入できたのは１号の不正競争行為について述

べた要因によるものである。そして，前田建設は，被告が原告証明書

等を自ら取得したものでなくても，被告製品が原告証明書等の対象製

品と同等の品質であれば納入を認めるとしたのであり，被告製品が原

告製品と同等あるいは同等以上であることは雨水協会も認めている。

このように，被告の営業上の利益は，被告の資本，営業努力など全て

被告の寄与によるものであり，原告証明書等は寄与していないから，

原告シンシンブロック及び原告林物産の損害は認められない。 



- 16 -

(3) １４号の不正競争行為（虚偽事実告知行為）を理由とする請求 

 原告シンシンブロックは，被告による本件発言が１４号の不正競争行為

に該当し，これにより８０００万円の損害を被ったと主張して，その一部

及び遅延損害金の支払を求めている。 

 この請求に係る争点及び当事者の主張は，次のとおりである。 

ア 本件発言が１４号の不正競争行為に該当するか 

（原告シンシンブロックの主張） 

 本件技術推薦書の有効期限は平成２４年３月３１日であったが，更新

されたことにより平成２５年３月３１日まで有効となっていた。したが

って，本件技術推薦書の有効期限が平成２４年３月３１日までとする本

件発言は虚偽である。 

 また，本件発言は，原告製品の品質を担保する有効な技術推薦書が存

在しないというものであるから，原告シンシンブロックの営業上の信用

を毀損する。 

 そして，被告は，被告製品について本件技術推薦書を使用していたか

ら，その更新が行われ，有効期限が存続していたことを認識していた。

仮に故意が認められないとしても，被告には事実関係を確認すべき信義

則上の義務があったのであり，重過失が認められる。 

 したがって，被告は１４号の不正競争行為につき損害賠償責任を負う。 

（被告の主張） 

 原告シンシンブロックと被告が競争関係にあること及び被告が本件発

言をしたことは認めるが，これが虚偽であること及び原告シンシンブロ

ックの営業上の信用を毀損するものであることは争う。また，被告が本

件発言をしたのは，雨水協会の職員から本件技術推薦書は平成２４年３

月３１日で期間満了になったこと及びその時点において更新されていな

かったことを聞いていたからであり，被告に故意又は過失はない。した
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がって，被告は損害賠償責任を負わない。 

イ 損害及びその額 

（原告シンシンブロックの主張） 

 被告は，本件発言によって本件設置工事につき被告製品を前田建設に

納品することができたのであり，１号の不正競争行為についての原告シ

ンシンブロックの主張と同様の理由により，原告シンシンブロックの損

害は８０００万円を下らない。 

（被告の主張） 

 争う。 

(4) 本件商標権の侵害を理由とする請求 

 原告発明研究所は，被告が被告製品並びにそのカタログ及びホームペー

ジに被告標章を使用したことが本件商標権の侵害となり，これにより５０

０万円の損害を被ったと主張して，その一部及び遅延損害金の支払を求め

ている。 

 この請求に係る争点及び当事者の主張は，次のとおりである。 

ア 被告による被告標章の使用が本件商標権の侵害となるか 

（原告発明研究所の主張） 

被告は，遅くとも平成２０年１０月から被告製品に刻印を付し，平成

２２年末からは被告標章を被告製品の商品名として被告製品のカタログ

及び被告のホームページ上に使用している。被告標章と本件商標は同一

又は少なくとも類似しており，被告製品は本件商標権の指定商品と同じ

である。したがって，被告の上記各行為は本件商標権の侵害に当たる。 

（被告の主張） 

被告は，平成２４年秋頃，被告製品の商品名を「ジオプール」に変更

した。この変更後のカタログに記載された「シンシンブロック」という

文字は小さくて目立たず，上記カタログを見た者は，これを被告製品の
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商標とは理解せず，被告製品は「ジオプール」であると理解するはずで

ある。また，被告製品に付された刻印は，１号の不正競争行為について

述べたのと同様，被告製品の製造を受託した業者が管理のために付した

ものであり，商標的使用には該当しない。被告が商標的に使用している

のは，商品名の変更前の被告製品のカタログ及び被告のホームページ上

に使用された被告標章のみである。 

イ 本件許諾契約の効力ないし原告発明研究所の承諾の有無 

（被告の主張） 

(ア) 本件許諾契約 

 本件許諾契約により原告シンシンブロックは本製品に関わる必要な

産業財産権を被告が使用すること保証しているから，被告標章の使用

が許諾されている。なお，原告発明研究所は本件許諾契約の当事者で

はないが，１号の不正競争行為について述べたのと同様の理由により，

本件許諾契約により本件商標の使用が許諾されたというべきである。 

(イ) 原告発明研究所の承諾等 

 １号の不正競争行為について述べたとおり，被告は「シンシンブロ

ック」及び「ＳＳＢＢ」という商品名を使用し，被告製品に刻印を付

することの承諾を得ていた。原告らは，被告が被告標章を使用するこ

とが，近い将来原告らが原告製品を販売する際に有利になると考え，

被告が被告標章を使用することを歓迎していたのであって，明示的又

は黙示的に被告による被告標章の使用を許諾したというべきである。

原告発明研究所の請求は，このような従前の経過に反するものであり，

信義則に反し，あるいは権利の濫用として許されない。 

（原告発明研究所の主張） 

 １号の不正競争行為についての原告シンシンブロックの主張のとおり，

本件許諾契約は，被告が被告製品の製造販売をすることを前提とするも
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のではなかった。また，本件商標権を有しているのは原告発明研究所で

あるから，原告シンシンブロックとの間で締結された本件許諾契約によ

り本件商標権が許諾されていたということはできない。 

ウ 本件許諾契約の解除 

（原告発明研究所の主張） 

 １号の不正競争行為に関する原告シンシンブロックの主張のとおり，

本件許諾契約は解除された。 

（被告の主張） 

 １号の不正競争行為に関する主張のとおり，本件解除は効力を生じな

い。 

エ 損害及びその額 

（原告発明研究所の主張） 

 被告は，遅くとも平成２２年末から，被告標章を使用することによっ

て本件設置工事を含む多数の工事案件を受注しており，その売上高は２

億円（納入した被告製品の数量２万㎥に，１㎥当たりの売上高１万円を

乗じた額）を下らない。そして，本件商標は周知であってブランド力を

有することからすれば，その相当な実施料率は２．５％を下回らない。

したがって，商標法３８条３項により，原告発明研究所が被った損害は

少なくとも５００万円となる。 

（被告の主張） 

 被告が被告標章を使用していた当時，被告標章の認知度は低かったこ

と，被告が被告標章を使用した方法及び態様は限定的であること，被告

製品の販売先は原告シンシンブロックが原告製品を販売していた販売先

と同じであり，被告標章が被告製品の販売に格別貢献したものではない

ことといった事情からすれば，被告標章が被告製品の販売に寄与したと

はいえないから，損害賠償請求は認められない。 
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(5) 商標権関係和解の違反を理由とする請求 

 原告発明研究所は，被告が商標権関係和解に違反したことが不法行為と

なり，これにより４８５万円の損害を被ったと主張して，その一部及び遅

延損害金の支払を求めている。 

 この請求に係る争点及び当事者の主張は，次のとおりである。 

ア 被告が商標権関係和解違反に基づく責任を負うか 

（原告発明研究所の主張） 

 被告は，商標権関係和解の後である平成２４年１０月２３日，本件設

置工事に関して「ＳＳＢＢ」の刻印が付された被告製品を納品した。か

かる行為は，商標権関係和解の明白かつ重大な違反であり，被告に故意

があることは明白であるから，被告は不法行為による損害賠償責任を負

う。 

（被告の主張） 

 商標権関係和解に反する行為があったといえるのは，その行為につき

故意又は重過失がある場合に限るべきである。 

 被告が上記刻印が付された被告製品を納入したのは，刻印の消去作業

を依頼していた下請会社の作業員が誤って混入させたことによるもので

あって，被告に故意はない。上記刻印が消去されずに納品された被告製

品の数は前田建設の報告では納入個数４８００のうちの１８個，また，

在庫のうち刻印が付されたままであったのは被告の調査では６万８８０

０個のうち３２個とわずかでしかなく，被告は商標権関係和解を誠実に

履行していたのであり，被告には軽過失があるに止まる。 

 さらに，上記で述べたことからすれば，被告の違法性は極めて小さく，

違法性が阻却されるべきである。 

 以上のことから，被告が損害賠償責任を負うことはない。 

イ 損害及びその額 
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（原告発明研究所の主張） 

(ア) 主位的主張 

 原告発明研究所は，被告が商標権関係和解を遵守しているかを確認

するため，被告製品が保管されていると考えられる茨城県及び近隣各

県内の場所を幾日にもわたり捜索し，監視しなければならなかった。

これによって原告発明研究所が費やした費用（ガソリン代（燃費６な

いし４ｋｍ／ｌとして計算），ＥＴＣ代及び人件費（１時間２万５０

００円ないし２万円として計算））は，被告による商標権関係和解違

反と相当因果関係のある損害であり，その額は４８５万円を下らない。 

(イ) 予備的主張 

 被告は，商標権関係和解により被告製品から被告標章を全て消去す

ることを確約することで，原告発明研究所が仮処分で求めていた本件

設置工事への被告製品の納入の差止めを回避するという利益を得てい

る。この額は，上記刻印を消去せずに納入した被告製品の数量に１㎥

当たりの利益４０００円を乗じた額を下らないところ，被告はその数

量を明らかにしない。そこで，このような被告の対応を踏まえて，民

事訴訟法２４８条により相当な損害額が認められるべきである。 

（被告の主張） 

(ア) 主位的主張について 

原告発明研究所がしたとする調査の必要性，内容，合理性，調査員

の人数等の主張立証がない上，ガソリン代及び人件費に関する主張も

法外である。原告発明研究所がしたとする調査は原告発明研究所が理

由のない疑念を抱いたことによるものであるから，その調査費用は相

当因果関係のある損害とは認められない。 

(イ) 予備的主張について 

 争う。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ １号の不正競争行為（出所混同惹起行為）を理由とする請求について 

(1) 原告シンシンブロックが，被告による被告標章（原告標章と同一又は

類似の標章）の使用が１号の不正競争行為に当たるとして損害賠償を求め

るのに対し，被告は，原告標章の周知性等を争うほか，被告標章の使用に

つき原告シンシンブロックの許諾ないし承諾を得ていた旨主張するので，

この被告の主張の当否につき検討することとする。 

(2) 前提となる事実に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下

の事実が認められる。 

ア 原告製品は，平成８年に原告シンシンブロックが開発したものであり，

プラスチック製の雨水貯留浸透槽用の部材としてパイオニア的な存在と

されている。平成８年から平成１８年までの間（なお，平成２１年掲載

の広告には原告標章は用いられていない。），原告シンシンブロック及

び原告林物産は新聞及び雑誌に原告製品の広告を掲載しており，原告製

品は新聞や雑誌の記事にも度々取り上げられた。また，原告製品を用い

た槽の技術については，原告シンシンブロック及び原告林物産が平成９

年に雨水協会の技術評価認定（これが更新されたものが別紙証明書等目

録記載４の認定である。）を，原告林物産が平成１２年に建設省（当

時）の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）の登録（同目録記載５）

を，原告シンシンブロック及び原告林物産が平成１８年に下水道機構の

建設技術審査証明（同目録記載１。同２はその変更である。）及び平成

１９年に雨水協会の技術推薦（本件技術推薦書）を，それぞれ受けた。

原告製品は，全国各地の雨水貯留浸透槽の工事に広く納入され，平成２

０年頃まで上記部材の市場で３割程度のシェアを占めていた。（甲５，

８，２３，２４，３４） 

イ 原告シンシンブロックと被告は，平成１８年２月頃，原告シンシンブ
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ロックが被告に原告製品を販売し，被告がこれを岡三リビック等に転売

する継続的な取引を開始した。原告シンシンブロックは製造を他社に委

託しており，委託先が原告シンシンブロック所有の金型を用いて原告製

品を製造していた。ところが，原告シンシンブロックは財務状況が悪く，

委託先への代金の支払にも窮していたため，被告は，原告シンシンブロ

ックの求めに応じ，数千万円の金銭を貸し付ける，原告製品製造のため

の金型を買い取ってその代金を支払う（平成１９年９月２５日付け本件

金型売買契約）などの支援を行った。その後は上記委託先が被告の所有

となった金型を用いて原告製品の製造を続けたものの，原告シンシンブ

ロックの財務状況が更に悪化したので，委託先と原告シンシンブロック

及び被告が協議した結果，被告が製造を委託する主体となり，委託先へ

の代金の支払も被告がするものとされた。その際，原告製品に関して原

告シンシンブロック及びその関連会社が有していた特許権等が被告によ

る製造販売の妨げとならないようにするとともに，被告が支払う対価

（ロイヤリティ）を原告シンシンブロックの債務の弁済に充てることを

目的として，原告シンシンブロックと被告は，平成２０年４月１日，原

告シンシンブロックが被告に対し特許権等の産業財産権の実施及び使用

を許諾する旨の本件許諾契約を締結した。原告シンシンブロックの被告

に対する債務の額は平成２１年３月末時点で約５億４０００万円に達し

ており，原告シンシンブロックは他の取引先にも多額の債務を負ってい

た。被告と原告シンシンブロックは，同月３１日，債権回収に関する合

意をし，上記債務を１０年間の分割により弁済することなどを約した。

（甲３６，３７，乙１～７，３３） 

ウ 本件許諾契約の締結後は，被告が「シンシンブロック」，「ＳＳＢ

Ｂ」との商品名の雨水貯留浸透槽用の部材の製造を他社に委託し，委託

先がそれまで原告製品の製造に用いていた金型を用いて同一の方法及び
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材料により上記部材を製造し，その納入を受けた被告が岡三リビック等

にこれを販売することとなった。これが被告製品であり，被告は，その

一部に「ＳＳＢＢ」との刻印を施し，カタログ及びホームページに被告

標章を表示していた。また，その販売に当たり，被告製品の品質を保証

するため，上記アの技術評価認定等と，平成２２年に原告シンシンブロ

ックが取得した下水道機構の新技術研究成果証明（別紙証明書等目録記

載３）を，カタログ及びホームページに掲載するなどして利用した。被

告によるこれらの行為について原告らが異議を述べることはなく，かえ

って原告シンシンブロックは上記証明を受けるための試験費用の負担を

被告に求め，被告はこれを支払った。（甲８，１０，１８，１９，乙２

０，２１） 

エ 東日本大震災の発生後，東京電力福島第一原子力発電所における汚染

水の処理のため，雨水貯留浸透槽用の部材の需要が急増し，平成２４年

１月頃，東京電力株式会社が本件設置工事の発注をすることが明らかに

された。原告発明研究所は，同年２月２４日付けの内容証明郵便により，

被告に対し，被告製品の取扱い及び商標「シンシンブロック」の使用の

中止を求めた。また，原告シンシンブロックは，同年８月８日，本件許

諾契約を解除する旨の意思表示をした。（甲１３，３５，乙３２） 

(3) 上記事実関係によれば，原告シンシンブロックが従前販売していた原

告製品と被告が本件許諾契約の締結後に販売した被告製品は，製品の形状，

材質等も，商品名も同一の雨水貯留浸透槽用の部材であることが明らかで

ある。そして，原告シンシンブロックは，被告に対し，本件金型売買契約

によりその製造に用いる金型を譲渡し，本件許諾契約により産業財産権の

実施及び使用を許諾しているのであるから，被告が，原告製品と同一の被

告製品に，原告標章と同一又は類似の被告標章を使用することを認めてい

たと判断するのが相当である。 
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(4) これに対し，原告シンシンブロックは，① 本件許諾契約は，本件代理

店契約の期間中に締結されたものであり，被告が原告シンシンブロックと

別個独立して被告製品を製造販売することを前提としていない，② 本件

許諾契約により使用が許諾されたとしても，本件解除により許諾は効力を

失った旨主張するが，以下のとおり，いずれも採用することができない。 

ア 原告シンシンブロックが被告に対し雨水貯留浸透槽用の部材「シンシ

ンブロック」の製造販売を許諾したことは，本件許諾契約の条項上明ら

かであり（甲３６，乙３３参照），その後，被告が被告製品の製造委託

及び販売を行い，原告シンシンブロックがこれに対し何ら異議を述べて

いなかったことに照らしても，上記①の主張は失当というほかない。 

イ 本件許諾契約は，相手方の契約違反を理由として解除することができ

る旨定めるとともに，「本契約を解除するにあたり，甲乙相互に債権，

債務を精算しなければならない。」と定めている（甲は被告，乙は原告

シンシンブロックを指す。甲３６，乙３３）。そして，契約が解除され

た場合，契約当事者の間にはその後も原状回復その他債権債務を精算す

べき関係が残るのは当然であるから，上記の条項は，解除の効力を生じ

させるためには解除の前に債権債務を精算することを要すると定めたも

のと解するのが合理的であり，「解除するにあたり」との文言もこのよ

うな解釈に沿うとみることができる。 

 さらに，上記(1)ア及びイに認定したところによれば，原告シンシン

ブロックは被告に対し多額の債務を負っており，被告がこれを回収する

手段の一つとして本件許諾契約を締結したと解されるのであり，被告に

おいては，債権を回収する前に本件許諾契約が解除され，被告製品の製

造販売ができなくなるとすると，多大な不利益を被ることになる。そう

すると，上記条項は，そのような事態を避けるため，債権債務を精算し

なければ本件許諾契約を解除することができないと定めたものと解する
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のが相当である。 

 そして，証拠（乙２，３）及び弁論の全趣旨によれば，被告と原告シ

ンシンブロックの間の債権債務はいまだ精算されていないと認められる

から，本件解除は効力を生じないというべきである。 

 したがって，上記②の主張も採用することができない。 

(5) 以上によれば，少なくとも本件許諾契約が期間満了となる平成２５年

３月３１日まで（前提となる事実(5)参照）は，被告は被告製品に被告標

章を使用することができたということができる。一方，本件において原告

シンシンブロックが１号の不正競争行為を理由とする損害賠償請求の対象

とするのは本件設置工事における被告製品の納入行為であるところ，証拠

（乙５１）及び弁論の全趣旨によれば，その納入は平成２４年１１月まで

に完了したと認められる。また，原告シンシンブロックは，平成２５年４

月以降に被告が被告標章を使用したことにより損害を被ったとの主張立証

は何らしていない。 

 したがって，１号の不正競争行為を理由とする原告シンシンブロックの

損害賠償請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。 

 ２ １３号の不正競争行為（品質誤認惹起行為）を理由とする請求について 

(1) 被告は，被告製品の販売に当たり原告証明書等を使用したことが不正

競争防止法２条１項１３号に該当することを争うが，１３号関係和解（甲

１４）において，その使用が同号の要件に該当することを認めているので，

和解の効力（民法６９６条参照）により同号の該当性自体は争えないと解

すべきである。もっとも，１３号関係和解は，原告シンシンブロック及び

原告林物産の承諾その他抗弁事由の存否や，損害の発生等に触れるもので

はなく，同原告らの被告に対する損害賠償請求権については本案訴訟にお

いて解決するものとしている。そこで，これらの点につき検討することと

する。 
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(2) 証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば，雨水貯留浸透槽用の部材

を用いる工事においては，発注者が，当該部材が雨水協会又は下水道機構

の認定等を受けていることを調達の条件としている場合が多いと認められ

る。 

 そして，１号の不正競争行為について前記１(2)のとおり認定した事実

経過に照らせば，原告製品と被告製品は同一の製品といえるのであり，原

告シンシンブロックは両製品の品質が同等であると認識していたと解され

るから，原告シンシンブロックは，原告製品について雨水協会及び下水道

機構から取得した原告証明書等を，被告が被告製品の販売又はその申出を

するに当たり使用することを認めていたと解することができる。 

 もっとも，原告証明書等は，雨水協会等の第三者機関が原告製品の品質

を証するものであるから，原告製品以外の製品に使用した場合には，これ

を取得した原告シンシンブロックの承諾があったとしても，１３号の不正

競争行為としての違法性が否定されることはないと考えられる。しかし，

本件における上記事実関係，殊に，原告シンシンブロックが被告に対し多

額の債務を負担しており，その回収手段の一つとして本件許諾契約を締結

したこと，その締結後は被告が被告製品を販売するものとされ，その販売

活動のために原告証明書等の使用が認められたこと，原告証明書等の取得

のための費用の一部を被告が負担したことに照らせば，原告シンシンブロ

ックが，被告に対し，被告による原告証明書等の使用により損害を被った

と主張してその賠償を請求することは，信義則に違反し，又は権利の濫用

に当たり許されないと判断するのが相当である。 

(3) 次に，原告林物産についてみるに，証拠（甲１～３，乙３９，４０）

及び弁論の全趣旨によれば，原告らの関係について，①  原告らは，A

（原告シンシンブロック及び原告林物産の代表者），その妻のB（原告発

明研究所の代表者）及び両名の子のC（原告シンシンブロックの元代表
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者）並びに同人らの親族を多数役員とする同族会社であること，② 原告

シンシンブロックと原告発明研究所は本店所在地を共通にしており，原告

林物産も平成２３年８月１日に移転するまでは本店所在地がこれらと同一

であったことが認められる。このような原告林物産と原告シンシンブロッ

クの関係に照らすと，原告林物産は，被告による被告製品の販売及びその

ための原告証明書等の使用につき原告シンシンブロックと同様の認識を有

していたとみることができる。そうすると，原告林物産の請求も信義則違

反又は権利の濫用として許されないと判断すべきものである。 

(4) 以上によれば，少なくとも本件許諾契約が期間満了となる平成２５年

３月３１日までは，被告が１３号の不正競争行為による損害賠償義務を負

うことはないと解される。そして，本件設置工事における被告製品の販売

が平成２４年１１月までに完了したこと，平成２５年４月以降の原告証明

書等の使用により損害を被ったとの主張立証がないことは，１号の不正競

争行為についての前記説示と同様である。 

 したがって，１３号の不正競争行為を理由とする原告シンシンブロック

及び原告林物産の各損害賠償請求は，その余の点について判断するまでも

なく，いずれも理由がない。 

３ １４号の不正競争行為（虚偽事実告知行為）を理由とする請求について 

(1) 雨水貯留浸透槽用の部材の販売につき原告シンシンブロックと被告が

競争関係にあること，被告が，本件設置工事における被告製品の販売に当

たり，原告シンシンブロック及び原告林物産が原告製品につき雨水協会か

ら取得していた本件技術推薦書の有効期間が平成２４年３月３１日で切れ

ている旨の本件発言をしたことは，当事者間に争いがない。 

 また，証拠（甲３４）及び弁論の全趣旨によれば，本件技術推薦書の有

効期間は，当初は平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までであ

ったが，その後平成２５年３月３１日まで延長されたことが認められる。 
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 そして，上記部材の調達に関しては雨水協会の承認等が重要視されてい

ること（上記２(2)参照）に照らすと，本件発言は，被告と競争関係にあ

る原告シンシンブロックの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するも

のとして，１４号の不正競争行為に当たるということができる。 

(2) そこで，１４号の不正競争行為を理由とする原告シンシンブロッ

クの損害賠償請求の当否についてみるに，証拠（甲１３，３５，乙１６，

３２，３８，５１）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

ア 東京電力株式会社は平成２４年１月末頃に本件設置工事の入札予告を

し，同年２月２０日頃に前田建設がこれを受注した。前田建設は本件設

置工事に用いる雨水貯留浸透槽用の部材を岡三リビックに発注し，これ

を受注した岡三リビックはその全量を被告から被告製品（当時の商品名

はシンシンブロック）を購入して調達することを予定していた。 

イ 原告発明研究所は，同月２４日付けの内容証明郵便により，被告に対

し，特許権及び商標権に基づいて被告製品の取扱い及び「シンシンブロ

ック」の商標の使用を中止するよう通知した。また，原告シンシンブロ

ックは，そのころ，岡三リビックに対し受注を辞退するよう求めるとと

もに，前田建設に対し原告製品の調達に向けて営業活動を行った。被告

は，トラブルを避けるため被告製品の商品名を「ジオプール」に変更し

た上，前田建設に対し予定どおり納入することができるよう働きかけた。

前田建設は，最終的に，被告製品を取り扱う岡三リビック及び原告製品

を取り扱う物林株式会社と他の１社に，本件設置工事に用いる雨水貯留

浸透槽用の部材を３分の１ずつ（それぞれ約２万㎥）発注することとし

た。 

ウ 前田建設は，被告製品の納入を受けることの条件として，これが雨水

協会の技術推薦を受けていることの確認を求めた。被告は，本件技術推

薦書の有効期間が同年３月３１日で切れていること（本件発言）を前提
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に，同年７月１０日，前田建設に「御承認変更願」を提出して，商品名

「ジオプール」の被告製品は本件技術推薦書の対象である「ＳＳＢＢ」

と品質が同一である旨述べ，本件設置工事に使用する製品を「ＳＳＢ

Ｂ」から「ジオプール」に変更することの承認を求めた。また，同月３

１日，雨水協会から，「ジオプール」は本件技術推薦書の対象である

「シンシンブロック」と同等品以上であると認める旨の品質確認書の交

付を受けた。被告は，そのころ，上記の変更願について前田建設の承諾

を得た。 

エ 被告は，同年８月初め頃から１１月３日頃までの間，合計約２万２０

００㎥の被告製品を，岡三リビックを通じて前田建設に納入した。 

(3) 原告シンシンブロックは，被告は本件発言をしたことで本件設置工事

に被告製品を納入することができたのであるから，不正競争防止法５条２

項により，被告が本件設置工事によって得た利益の額が原告シンシンブロ

ックの損害の額であると推定される旨主張する。 

 そこで判断するに，同項は不正競争行為により損害が発生したと認めら

れる場合にその額を推定する規定であるところ，上記認定の事実関係によ

れば，前田建設との関係では本件発言の前から原告製品，被告製品及び他

社製品を３分の１ずつ納入することになっていたというのであって，本件

発言がなかったとすれば前田建設が部材の調達先を変更し，被告が被告製

品を納入することができず，その分を原告シンシンブロックが納入するこ

とになったと認めるに足りる証拠はない。また，本件発言を受けた前田建

設において，原告製品は雨水協会の技術推薦を受けていないと誤信して原

告シンシンブロックに対する信用を喪失したり，原告製品の発注を取り消

したりした事実はうかがわれない。そうすると，本件発言により原告シン

シンブロックが何らかの損害を被ったと認めることはできないから，不正

競争防止法５条２項の適用をいう原告シンシンブロックの主張はその前提
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を欠くというほかない。 

(4) したがって，１４号の不正競争行為を理由とする原告シンシンブロッ

クの損害賠償請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。 

４ 本件商標権の侵害を理由とする請求について 

(1) 被告標章と本件商標は，称呼（しんしんぶろっく，えすえすびいび

い）を共通にしており，類似するものと解される。そして，被告製品は本

件商標権の指定商品（地下に埋設し雨水を貯留することのできるプラスチ

ック製建築専用材料等）に含まれるから，被告が被告製品並びにそのカタ

ログ及びホームページに被告標章を使用した行為は，本件商標権を侵害す

るものということができる。 

(2) そこで，原告発明研究所の被告に対する損害賠償請求が認められるか

どうかについて検討する。 

 被告が被告製品に被告標章を使用することを原告シンシンブロックが認

めていたことは，１号の不正競争行為について説示したとおりである。ま

た，前記２(3)において認定した原告発明研究所と原告シンシンブロック

の関係に照らすと，原告発明研究所は，被告による被告製品の販売及びそ

のための被告標章の使用につき，原告シンシンブロックと同様の認識を有

していたとみることができる。さらに，後記５のとおり，商標権関係和解

の違反が発見された際には原告シンシンブロックが被告と交渉しているの

であって，原告発明研究所は本件商標権に関する被告との対応を原告シン

シンブロックに委ねていたものと推認される。 

 これらの事情を総合すると，原告発明研究所が，被告標章が本件商標に

類似するとして被告に対し本件商標権に基づく権利を行使することは，信

義則に違反し，又は権利の濫用として許されないと判断することが相当で

ある。 

(3) したがって，商標権侵害を理由とする原告シンシンブロックの損害賠



- 32 -

償請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。 

５ 商標権関係和解の違反を理由とする請求について 

(1) 被告が，原告発明研究所との間の商標権関係和解において，被告製品

に付した被告標章を全て消去し，今後は被告標章を使用しないと確約した

こと，その後納入した被告製品に被告標章が付されたものあったことは当

事者間に争いがなく，被告が和解条項に違反したことは明らかである。ま

た，被告は過失（軽過失）があったことを認めているから，被告は原告発

明研究所に対し不法行為責任を負うと解すべきである。 

 これに対し，被告は，故意又は重過失がある場合にのみ責任を負うべき

旨主張するが，商標権関係和解（甲１６）には被告の主張に沿う条項は存

在せず，被告の主張を採用することはできない。 

(2) 商標権関係和解違反による損害につき，原告発明研究所は，主位的に，

和解条項違反の有無等を調査するための費用相当額，予備的に，被告が被

告標章を付して譲渡した被告製品の数量に応じて民事訴訟法２４８条によ

り認定される額が認められるべきである旨主張する。 

 そこで判断するに，証拠（甲２７～３３，３９，乙３５）及び弁論の全

趣旨によれば，次の事実が認められる。 

ア 被告は，平成２４年６月に本件商標権の侵害を理由とする仮処分命令

の申立てを受けたため，同年７月２０日頃から，下請業者に依頼して被

告製品に付された「ＳＳＢＢ」の刻印を消去する作業を行った。そして，

全ての在庫品につき刻印が消去されたものと認識した上で，同年８月２

９日，商標権関係和解を成立させた。被告は，その後に製造委託先から

納品を受けた大量の被告製品についても，上記刻印の消去作業を行った。 

イ 原告シンシンブロックは，平成２４年１０月２３日，本件設置工事に

おいて前田建設に納入された被告製品に「ＳＳＢＢ」の刻印が付された

ものがあることを発見した。 
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ウ 原告シンシンブロックは，被告に対し，同月２５日到達の内容証明郵

便により，商標権関係和解の違反を指摘して３日以内に対応について報

告するよう求めた。被告は，同月２９日，原告シンシンブロックに対し，

被告側で調査をして後日報告する旨回答した。 

エ 被告は，同年１１月２日，原告シンシンブロックに対し，被告の調査

結果によれば「ＳＳＢＢ」の刻印が付された被告製品は前田建設に納入

した４８００個のうちの１８個，在庫６万８８００個のうちの３２個で

あり，これら５０個を廃棄した旨報告した。 

(3) 上記事実関係に基づき，まず，主位的主張についてみると，被告によ

る商標権関係和解違反の事実が認められた以上，原告発明研究所において

違反の有無及びその範囲等に関して調査を行う必要が生じたとみることが

できるから，現実に調査に要した費用があるとすれば，これをもって被告

の違反行為によって生じた損害であると認めることが可能である。 

 しかし，原告発明研究所は，これを立証するための証拠として，平成２

４年１０月７日から１１月１日にかけて調査のために車両を走行したとい

う高速道路の区間及び距離とその料金，車両の燃費，調査に当たったとい

う原告シンシンブロック代表者の人件費等の数字を羅列した表（甲３８，

４１）を提出するのみで，その裏付けとなる客観的資料を何ら提出してい

ない。また，これに記載された時給２万５０００円又は２万円という人件

費は，その額自体合理性を認め難いものであり，算定の根拠も不明である。 

 これに加え，被告が原告シンシンブロックから和解条項違反の指摘を受

けると速やかに調査及び報告を行ったと認められることに鑑みると，原告

らの側で現実に調査を行う必要性は低かったと考えられる。 

 以上によれば，本件の関係証拠上，調査のために要した費用の額はもと

より，原告発明研究所ないしその他の原告らが和解条項違反に関する調査

を行ったという事実自体も認めるに足りる証拠がないというほかなく，し
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たがって，原告発明研究所の主位的主張を認めることはできない。 

(4) 次に，予備的主張についてみるに，商標権侵害を理由とする損害賠償

請求であれば，被告が譲渡した数量に応じた損害額が認められるものであ

るが，そのような請求が信義則違反等として許されないことは前記４のと

おりである。そして，本件の証拠上認め得る和解条項違反の被告製品の個

数が５０個にとどまることを勘案すると，被告の違反行為により原告発明

研究所に損害が生じたと認めるに足りないと解される。そうすると，民事

訴訟法２４８条はその適用の前提を欠くことになるので，原告発明研究所

の予備的主張も失当というべきである。 

(5) したがって，商標権関係和解違反を理由とする原告発明研究所の請求

も認めることができない。 

第４ 結論 

 以上によれば，原告らの請求はいずれも理由がないので，これらを棄却す

ることとして，主文のとおり判決する。 
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